
令和４年度事業報告
◎令和４年度定時会員総会
　令和４年６月１日にホテル・セントヒル長崎において
定時会員総会が開催されました。
議決事項

・令和３年度の事業報告・令和３年度収支決算報告
・令和４年度事業計画・令和４年度収支予算
・大村地区安全運転管理協議会の当協議会への加入申

請等の議案審議がなされ決議されました。
◎令和４年度理事会の開催（２回）

・第１回理事会　令和４年６月１日　
　ホテル・セントヒル長崎で開催

・第２回理事会　令和５年２月24日　
　長崎交通公園会議室で開催

第１回理事会では前年度事業報告と収支決算報告
第２回理事会では令和５年度事業計画案、収支予算案
他６件の報告案件について審議されました。

◎令和４年度交通安全運動への参加
県下全域において
　・春の全国交通安全運動（４/６～４/15）
　・夏の交通安全週間（７/14～７/20）
　・秋の全国交通安全運動（９/21～９/30）
　・年末の交通安全県民運動（12/14～12/23）
　が実施されました。
　当協議会、地区協議会、加入事業所も参加し交通事故
防止を呼びかけました。

◎令和４年度優良安全運転管理者等の表彰　
　当協議会関係の受賞者は以下のとおりです。
〇全日本交通安全協会長表彰（R４.９.21表彰）　　　　
　★　緑十字銅章「優良安全運転管理者」

・社会福祉法人山陰会普賢学園（南島原）　　　　
　本田　龍一　様

・佐世保生コンクリート㈱（早岐）黒肥地　智　様
他１名様

　★　緑十字銅章「優良運転者」
・長崎味岡生コンクリート㈱島原工場（南島原）　

松尾　一寿　様
〇九州交通安全協会長と九州管区警察局長との連名表彰

（R４.７.27表彰）
　★　優良安全運転管理者
　　　・村上建設㈱（早岐）　　　　　  村上　鈴子　様
　★　優良運転者
　　　・㈲新西海自動車学校（西海） 　 植田　義文　様
　　　・共立自動車学校・日野（相浦）  島内　守人　様
　　　・ 　　〃　　　　　　　   吉田　　敬　様
　★　優良事業所
　　　・佐世保中央自動車学校（佐世保）　様
〇県協議会理事長と県警本部長との連名表彰（R４.６.１）
　★　優良安全運転管理者
　　　・長崎県立北松農業高等学校（平戸）から１名様
　★　優良運転者
　　　・大宝建設㈱（上五島）　平山　昭義　様
　　　・㈱中原建設（対馬）から1名様
　　　・㈱第一興商長崎支店（長崎）から１名様
　★　優良事業所
　　　・㈱五島　五島自動車学校（五島）　様

◎長崎交通公園の指定管理事業を継続
　当協議会では長崎県より、令和３年から３年間、長崎
交通公園の指定管理者としての指定を受け、令和４年度
も同様に取り組みました。
　令和４年度はコロナ禍も落ち着きを見せ、休園措置も
なく年間81,757人の入園者があり、子どもの交通安全指
導や県民の憩いの場として幅広く利用されました。



　また、県警本部運転免許管理課による高齢者の認知検
査会場としても利用されました。

（交通公園の全景）

◎交通安全対策に対する啓豪、啓発
・機関紙「安管協だより」を２回発行
　安全運転管理者に関する規定の整備が行われ、自動車
使用者（事業主）に対する規定の追加、アルコール検知
器使用義務化規定に関する道路交通法施行規則の改正、
罰則の強化等を取り上げ注意喚起を呼びかけました。

・各種交通安全資器材の配付
　年４回の安全運動時のポスター及び安全運転管理に必
要な資器材、飲酒検査義務化に向けたアルコールチェッ
ク記録簿を独自に作成し、また歩行者の安全確保を図る
車内貼付用シールを作成する等して配付し交通安全の徹
底を呼びかけました。

◎アルコールチェックの義務化
　令和４年４月から乗車前と乗車後の飲酒の有無検査が
実施され、令和４年10月
からはアルコール検知器
の使用が義務化されてい
ます。検知器による検査
は現在、検知器の供給不
足により、完全実施の猶
予期間中ですが、完全実
施される際は改めてお知
らせすることとしており
ます。すでに検知器を用
いて検査しておられる事
業所は、そのまま検知器
による検査を継続してく
ださい。

◎自転車のヘルメットの着用が努力義務化
　道路交通法が改正され、令和５年４月１日から全世代
で自転車のヘルメット着
用が努力義務化されまし
た！！

「命を守る自転車用
　　　  ヘルメット」
　自転車でヘルメットを
着用しないと事故の死亡
率が３倍に増え、自転車
事故による死者の56％が
頭部を損傷していると言
われています。
　会員事業所でも自転車
を利用されている方々へ、ヘルメット着用の重要性及び
努力義務化の周知をお願い致します。

◎安全運転管理者講習
～令和５年もオンラインで実施～

　安全運転管理者講習が令和５年９月からオンラインで
実施される予定です。
　事業所での安全運転管理のため、必ず受講されますよ
うお願いします。

◎交通安全教育用DVD貸出状況
　令和４年度中　貸出し事業所及び貸出本数

33事業所　60本

※現在、交通安全教育DVDは28本用意しておりますので、
各事業所での安全教育に積極的な活用をお願いします。
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◎安全運転管理者に関する規定の整備
～安全運転管理者が必要な業務を行うための権限付与に

加え、必要な機材を整備しなければならない旨の規定が

追加された（道路交通法第74条の３第８項）～
・当分の間を経た後、安全運転管理者の業務としてアル

コール検知器を用いた飲酒の有無確認が加わることに

なるため、自動車の使用者（事業主）が十分なアル

コール検知器を用意する必要がある。
・よって、使用者（事業主）に対して必要なアルコール

検知器の整備を義務付けるとともに、自動車の使用者

が当該義務を履行しない場合の対応として、公安委員

会において、自動車の使用者に対し、是正措置を命ず

ることが出来る。
（使用者（事業主）の是正措置命令違反）

～アルコール検知器使用義務化規定について令和４年10 

月１日から施行となっていたが、アルコール検知器の供

給不足から、道路交通法施行規則を改正し、当分の間、

適用しないこととなった。～※本規定は、検知器の供給が満たされれば、再度規則

が改正され完全施行となる見込みです。
〇未入手事業所におかれましては早期の入手をお願

いします。〇既入手事業所におかれましては機器を用いた確認

をお願いします。

～道路交通法の改正により安全運転管理者選任事業所関

連の罰則が強化された～〇安全運転管理者選任違反（管理者を選任しなかった場合）
罰金５万円→50万円

〇安全運転管理者の解任命令違反罰金５万円→50万円
〇使用者（事業主）の是正措置命令違反（新設）

罰金50万円　　　　
〇安全運転管理者選任事業所の届出義務違反罰金２万円→５万円※安管選任事業所関連の罰則が強化されました

ので各事業所におかれましては注意をお願い

します。

　安全運転管理者選任事業所での交通事故防止に向けた

地道な活動
～早岐地区安全運転管理協議会（141事業所が加入）で

は、1991年から継続して実施している交通安全旗リレー

を今年度も実施～　早岐地区安全運転管理協議会では、加入事業所を５組に

分け事業所内に交通安全旗を掲揚。車両の点検や運転前の

呼気検査など事故防止に向けた活動を日誌に書き込み、１週

間交代で旗と日誌を引き継ぐ活動を実施し事業所での交通

事故防止に取り組んでいます。　加入事業所からは「悲惨な交通事故を１件でも少なくし、

交通事故のない安全で住みよい早岐地区を実現する。」と抱

負が語られています。

自動車の使用者（事業主）に対する規定の追加

アルコール検知器使用義務化規定に関する
道路交通法施行規則の改正
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長崎県・長崎県警察・長崎県安全運転管理協議会


